
 

安全衛生に係る厚生労働大臣表彰の受賞者が決定（本県関係） 

－７月２日 福島労働局において表彰伝達式を行います－ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省福島労働局発表

令 和 ８ 年 ６ 月 2 5 日 

 

担 

 

当 

福島労働局 労働基準部 

健康安全課長 齋藤  勝 

   課長補佐 小西 陽一 

電話 024-536-4603（直通） 

 

厚生労働省では、毎年、全国安全週間（７月１日～７日）の時期に、安全

衛生に関する水準が優秀で他の模範になると認められる事業場や、長年にわ

たり地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をし

た功労者等に対して、厚生労働大臣表彰を行っています。 

  厚生労働省は、令和８年度の受賞者を６月 16日（火）に発表しました。 

本県関係の受賞者は以下のとおりです。 

 

【奨励賞】 

安全衛生に関する水準が優秀で、他の模範になると認められる事業場に対する表彰 

東
とう

レ建材
けんざい

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 福島
ふくしま

工場
こうじょう

 様 （小野町） 

【安全衛生推進賞】 

長年にわたり安全衛生活動を活発に推進し、地域の安全衛生水準の向上に顕著な功績 

が認められる個人に対する表彰 

関根
せ き ね

 孝司
た か し

 様 （いわき市） 
 

《表彰伝達式》 

福島労働局（局長 岡田直樹）では、受賞者に対する厚生労働大臣表彰の 

伝達式を次の日程で行います。 

日 時：令和８年７月２日(木) 午後２時 00分から 

 会 場：福島第二地方合同庁舎１階共用会議室 

（福島市花園町５－４６） 



参考１：受賞者及び受賞理由 

【奨励賞】 東レ建材株式会社福島工場 様 

（小野町・窯業土石製品製造業） 

 

平成 20年 10月以来、通算 17年以上にわたって無災害を継続しており、無災害記録

時間の成績が優れていること、また、リスクアセスメント（※注 1）が組織的かつ継

続的に実施されることにより、フォークリフトとの接触災害防止が、より効果的な改

善につながるなど、リスクアセスメントの取り組みが活発で他の模範であることが認

められました。 

さらに、労働災害防止のため、労働者が理解しやすい安全な作業標準等になるよう

手順書の DX（動画）化の推進、積極的な３Ｓ活動（※注 2）の推進、災害分析の結果

を踏まえた入社３年目までの労働者を対象とした安全衛生教育の実施など、安全衛生

意識の高揚のための取り組みが活発で他の模範であると認められました。 

 
（※注 1） リスクアセスメントとは、「作業における危険性又は有害性を特定し、それに

よる労働災害（健康障害を含む）の重篤度（被災の程度）とその災害が発生す

る可能性の度合いを組み合わせてリスクを見積もり、そのリスクの大きさに基

づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、そ

の結果を記録する一連の手法」をいいます。 

（※注 2） ３Ｓ活動とは、職場環境改善の取り組みで、整理（Seiri）、整頓（Seiton）、

清掃（Seisou）の頭文字のＳをとって「３Ｓ」とされています。 

 

 

【安全衛生推進賞】 関根 孝司 様 

いわき市・関根労働安全コンサルタント事務所 所長 

          同 市・一般社団法人いわき労働基準協会 常任講師 

 

平成 10年４月以来、通算 28 年以上にわたり一般社団法人いわき労働基準協会（※

注）の常任講師を務め（現職）、各種技能講習、安全管理者選任時研修、局所排気装

置等定期自主検査者養成講習等、数多くの講習・研修を担ってきたほか、災害防止を

目的とした各種協議会で事務局長等の要職を担うなど様々な業種における安全衛生活

動を長年にわたり支えてきました。 

また、平成 27 年７月からは、関根労働安全コンサルタント事務所を設立して所長

を務め、福島県内の事業場に対する安全衛生講演会などの講師活動や安全衛生コンサ

ルティング等を通じた労働災害防止活動を行ってきました。 

このような活動が、長年にわたって安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体、関

係事業場の安全衛生水準の向上・発展に多大な貢献があると認められました。 

 

（※注） 一般社団法人いわき労働基準協会は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者

災害補償保険法、最低賃金等の労働関係法令の普及、適正な労働条件の確保・

改善、労働災害防止等に関する事業を行うことにより、労働者の福祉の増進を

はかり、併せて労働生産性の向上と産業の健全なる発展に寄与することを目的

に平成 25 年に設立されました。安全衛生に関する研修会の開催等のほか、各種

技能講習・特別教育（26種類）を主な事業としています。 

  



参考２：本県の厚生労働大臣表彰受賞歴 

年度 優良賞 奨励賞 功労賞 功績賞 安全衛生推進賞 

29  １    

30    １ １ 

元    ２  

2    １ １ 

3    １  

4 １ ２    

5    １  

6  １  １  

7  １  １  

8  １   １ 

 

参考３：令和８年度厚生労働大臣表彰受賞事業場・受賞者数【全国】 

（１）優良賞（16事業場） 

安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範と認められる事業場 

（２）奨励賞（９事業場） 
安全衛生に関する水準が優秀で他の模範になると認められる事業場 

（３）団体賞（１事業場） 
安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上に顕著な功績 

があった団体 

（４）功労賞（６名） 
長年、労働安全衛生に尽くし、日本の安全衛生水準の向上・発展に多大な貢献を 

した個人 

（５）功績賞（30名） 
安全衛生活動の指導的立場にあり、地域、団体、関係事業場の安全衛生水準の 

向上・発展に多大な貢献をした個人 

（６）安全衛生推進賞（５名） 
長年、安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体、関係事業場の安全衛生水準の向

上・発展に多大な貢献をした個人 

 

〇その他 
（１） 取材に関する事前の連絡は不要です。会場入口で「受付表」への記入をお願いし

ます。 


